継承届出について

１．根拠法令
　　下水道法第１２条の８第３項

２．提　出　先
釜石市大平町４丁目２番２０号　釜石市　建設部　下水道課　下水道係
電　話（０１９３）２２－１０６１
ＦＡＸ（０１９３）２２－３８１０
３．提出部数
２　部　（正本及び副本として）

４．提出期限
継承届出：届出者の地位を継承した日から30日以内

５．必要添付書類
特になし

６．問い合わせ
　　上記提出先まで

７．そ　の　他
・郵送による届出を行う場合は、「到着日＝提出日」となることから、余裕を持って送付するよ　
うご注意願います

様式第十二（第十三条関係）

継承届出書

年　　月　　日

公共下水道管理者
釜石市長　　　殿

〒
申請者　住　　所
電話番号
氏名又は名称及び法人に
あってはその代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
（担当者　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　）


特定施設に係る届出者の地位を継承したので、下水道法第12条の８第３項（下水道法第25条の30第１項において準用する同法第12条の８第３項）の規定により、次のとおり届け出ます。

	工事又は事業場の名称
	
	※整理番号
	
	

	工事又は事業場の所在地
	
	※受理年月日
	年　　月　　日
	

	特定施設の種類
	
	※施設番号
	
	

	特定施設の設置場所
	
	※備　　　考
	
	

	継承の年月日
	　　　　年　　月　　日
	
	
	

	被継承者
	氏名又は名称
	
	
	
	

	
	住　　　　所
	
	
	
	

	継承の原因
	
	
	
	


備考
　　　１．※印の欄には、記載しないこと。
　　　２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
